
　『障がい』と聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか。
　『目が見えない』『耳が聞こえない』『手足が不自由』『気持ちをうまく伝えることができない』など、障がい
にはさまざまな種類があり、中には外見だけで判断がつきにくい障がいもあります。
　外見で判断ができる場合は、必要な配慮が想像しやすく、行動にも移しやすいかもしれません。
　しかし、外見だけでは判断ができない場合は、どんな配慮が必要かわからない上、その障がいを起因とする行動
に戸惑ってしまうこともあるかもしれません。
　例えば、『声を掛けたのに無視された』『近くで急に大声を出された』『レジで並んでいると支払いが遅くて待
たされた』など、戸惑った経験はありませんか。もしかすると相手は『耳の障がいで声が聞こえていない』『発達
の障がいで感情のコントロールが難しい』『知的の障がいで計算が苦手』などという事情があったのかもしれませ
ん。障がいの種類や特性、そのことに起因する行動などについても理解を深めると、障がいを起因とする行動に対
してのあなた自身の受け取り方も違ったものになるのではないでしょうか。

　障がいのある方の多くは親や家族などから支援を受けて生活をしていま
す。親の死亡や急病、事故などにより、支援を受けることができず生活が
立ち行かなくなってしまうのが『親なき後』の問題です。
　いざというときのために、本人や親が障がい福祉サービスなどの制度に
ついて知っておくことや体験しておくことはもちろん大切ですが、家族以
外の人や地域とのつながりを築くこともとても大切なことです。そしてそ
れは、本人や家族だけで築くことはできません。
　『第３期登別市障がい者支援計画』では、『障がいのある人もない人も
互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら生活できる地域社会の実現』
を目指すことを基本理念に掲げています。この地域社会の実現を目指すた
めには、『親なき後』を障がいのある人やその家族だけの問題にするので
はなく、地域の問題として考える必要があります。
　障がいは誰にでも起こる可能性がある身近なものです。互いに支え合い、
いざというときにも、安心して暮らせる地域を作っていきましょう。

ご存じですか　『親なき後』の問題

障がいのある人の相談・支援をしています

　体や心のどこかがうまく働かないため、日
常生活や社会生活で、まわりからの理解や協
力が必要な状態です。
　生まれつきの障がいや、病気や事故による
障がいがあり、障がいは
誰にでも起こる可能性
がある身近なものです。

　障がい（身体・知的・精神）のある人の日常生活の困りご
とや将来の不安などを相談支援を通し解決に向け一緒に考え、
必要とする障がい福祉サービスの調整など、誰もが自分らし
くより豊かな生活を送るため
のお手伝いをします。
　施設内には自由に過ごせる
サロン（居場所）があり、無
料で利用できます。
　また、本人だけではなく、
家族や関係機関からの相談に
も応じています。

　市が任命した相談員です。障がいのある方やその家族な
どからの相談に応じ、必要な指導や助言を行います。

氏　名 電話番号 相談の対象

身体障害者
相談員

知的障害者
相談員

今　　順子

佐藤　節子

荒木やよい

☎86４１０２

☎88４２１８

☎85１５１５

身体に障がいのある方
やその家族

梅田奈緒美 ☎86３２７２ 知的障がい・発達障が
いのある方やその家族

問い合わせ　障がい福祉グループ
（☎85３７３２）

もっと知ろう！
障がいのこと

障がいの特性を知り、『戸惑い』を『思いやり』に

登別市総合相談支援センターｅｎえん 身体障害者・知的障害者相談員
（美園町２丁目23-1・☎86０７０７・　86０７１８）

障がいとは……

こん じゅんこ

あら き

とうさ せつ こ

だうめ お みな
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後期高齢者医療制度に関するお知らせ
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者（※１）は、現役並み所得者
（窓口負担割合3割）（※２）を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります

■窓口負担割合の変更対象となる方は、後期高齢者医療
　の被保険者（※１）全体のうち約20㌫です
■住民税非課税世帯の方は基本的に１割負担となります

■世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方（※１）の課税所得
（※3）や年金収入（※4）をもとに、世帯単位で判定します

■有効期限が８月１日から９月30日までの被保険者証は、７月に送付します
■有効期限が10月１日から令和５年７月31日までの被保険者証は、９月に送付します
※被保険者証の交付（２回）は、窓口負担割合の見直し該当者に限らず、全ての被保険者へ送付します。

※１被保険者…75歳以上の方と65～74歳で一定の障がいがあり、広域連合から加入の認定を受けた方、
※２現役並み所得者…課税所得145万円以上の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方、※３課税所

得…住民税納税通知書の『課税標準』の額（前年の収入から給与所得控除・公的年金等控除・所得控除（基礎控除や社会保険料
控除など）を差し引いた後の金額）、※４年金収入…遺族年金や障害年金は含まない、※５その他の合計所得金額…年金収入
以外の事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額。給与所得がある場合は給与所得金額
から10万円を控除

区　　分

現役並み所得者（※２）

一般所得者等

医療費負担割合

３割

１割

見直し前（９月 30日まで）

◆窓口負担割合２割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

◆令和４年度被保険者証について

用語解説

現役並み所得者（※2）に該当するか

課税世帯であって世帯内の被保険者の方（※1）のうち
課税所得（※3）が28万円以上の方がいるか

世帯に被保険者の方（※1）が２人以上いるか

『年金収入（※4）＋その他の合計所
得金額（※5）』が200万円以上か

『年金収入（※4）＋その他の合計所得
金額（※5）』の合計が320万円以上か

200万円
未満

200万円
以上

区　　分
現役並み所得者（※２）

一定以上所得のある方

一般所得者等

医療費負担割合
３割

２割

１割

見直し後（10月１日から）

該当する 該当しない

いない いる

１人だけ ２人以上

世帯全員が
３割

世帯全員が
１割 １割 ２割

世帯全員が
１割

世帯全員が
２割

320万円
未満

320万円
以上

　後期高齢者医療の一部を支える現役世代の
負担を抑え、国民皆保険を未来につないでい
くための見直しです

問い合わせ　厚生労働省コールセンター （　 ０１２０ｰ００２ｰ７１９）
　　　　　　年金・長寿医療グループ 　（☎ 85２１３７）


